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第１章　終了時評価調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

（1）背景と協力内容

タイの農業の経済全体（ＧＤＰ）に占める割合は 15％程度に低下しているが、就業人口では

60％を占めている。東部タイは、面積 360万 ha（国土の７％）、６つの県からなり、人口の約

９割（270万人）が農業に従事している。そこでは農地保全対策を講じない粗放的な農業が行

われているが、同地域が特に砂質土壌であることから広範な地域で年間約3000万トンもの土

壌流亡を生じており、その保全対策が急務となっている。

タイ国政府は、国家第７次５カ年計画において農業振興とあわせて環境悪化の低減を目標

に掲げており、このため農業協同組合省土地開発局（ＤＬＤ）では同地域の農業保全対策の実

施を推進している。また有機物の投入などによる砂質土壌の保水性の改良などを試みている。

そしてこれまでの開発調査により、東部タイ地域の農地保全総合計画の策定と、１カ所のパ

イロット保全事業地区のフィージビリティスタディーを実施した。さらに同事業実施のため

に必要な施工機械の無償資金協力による供与を日本政府に要請し、1992年に供与された。

しかし、タイ側は農地保全計画を策定する技術的ノウハウが少ないことから、同分野の技

術者の育成が急務であるとして、1991年５月に農地保全計画手法の技術移転などを目的とし

たプロジェクト方式技術協力をわが国に要請してきた。

これに対し、国際協力事業団は要請の背景および内容などを検討すべく、1991年の事前調

査と 1992 年の長期調査によりプロジェクト方式技術協力の妥当性などを確認したうえで、

1993年３月に実施協議調査団を派遣し、具体的な協力内容についてタイ側と協議を行い、討

議議事録（Record of Discussions：Ｒ／Ｄ）の署名・交換を行った。

1993年６月からはチームリーダー、業務調整、計画・設計基準、施工・プロジェクト管理

および栽培・土壌の５名の長期専門家を逐次派遣し、５年間の協力期間による「東部タイ農地

保全計画」を開始した。

本プロジェクトの目標と期待される成果は「農地・水保全技術を確立し、東部タイ地域にお

ける広範な土壌流亡を防止するとともに、持続的な農業生産システム確立に貢献する」ことに

ある。このため、協力活動内容は、以下の４分野にわたった。

Ⅰ 農地・水保全に関する技術基準の作成

Ⅱ 農地・水保全工事の管理

Ⅲ 農地・水保全に関する栽培・土壌管理マニュアルの作成

Ⅳ 農地・水保全に関する研修

当事業団は 1994年３月、プロジェクト開始から半年以上を経過した時点で計画打合せ調査
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団を派遣し、５年間の詳細な活動内容についての暫定実施計画（Tentative Schedule of

Implimentation：ＴＳＩ）の署名・交換を行ったほか、協力期間の中間点にあたる 1996年１月

には巡回指導調査団を派遣し、プロジェクト実施上の問題点についての所要の措置と、プロ

ジェクト活動の中間評価を行った。

（2）調査の目的

本終了時評価調査団は、1998年６月９日のプロジェクト協力期間終了を控え、５年間の協

力実績（見込みを含む）についてＲ／ＤおよびＴＳＩなどに基づき総合的に評価を行うととも

に、協力期間終了後にとるべき対応策について協議し、その結果などについて両国政府関係

機関に報告・提言することを目的とする。

また、今後類似のプロジェクトが実施される場合には、より適切かつ効果的に計画策定や

技術協力の実施がなされるよう、本評価結果がフィードバックされることが期待される。

１－２　調査団の構成

氏　　名 担 当 業 務 所　　属

戸坂　　隆 団長・総括 農用地整備公団業務部業務課課長

堀畑　正純 計画・設計基準 農林水産省構造改善局建設部設計課農業土木専門官

渡部　和博 施工・プロジェクト管理 農林水産省構造改善局建設部設計課

海外土地改良技術室海外技術基準係長

橋本　知義 栽培・土壌 農林水産省農産園芸局農産課農産園芸専門官

井原　昭彦 協力評価 農林水産省経済局国際部技術協力課海外技術協力官

上原　克則 技術協力 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課
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１－３　調査日程

期間：1997（平成９年）12月７日～ 12月 18日：計 12日間

日順 月日（曜日） 行　　程 調　査　内　容

1 12月 7日（日） 成田→ 午前：移動（TG641便）

バンコク（泊）

2 8日（月） バンコク（泊） ＪＩＣＡタイ事務所打合せ

在タイ日本大使館表敬

技術経済協力局（ＤＴＥＣ）表敬

土地開発局（ＤＬＤ）表敬

プロジェクトブリーフィング（専門家から）

3 9日（火） バンコク（泊） 合同評価会議（第１回）

カウンターパートヒアリング

4 10日（水） バンコク→ 団内打合せ、専門家と協議

シラーチャ（泊） シラーチャへ移動

5 11日（木） シラーチャ→ 第２地方事務所表敬

チャンタブリ（泊） 地方事務所職員（カウンターパート）ヒアリング

パイロット地区（CN-11）調査（1995年実施地区）

ラヨーンステーション調査（トライアルファーム）

チャンタブリに移動

6 12日（金） チャンタブリ→ トラートに移動

パタヤ（泊） パイロット地区（TD-1）調査（96年完了地区）

チャンタブリに移動

パイロット地区（CT-5）調査（98年建設予定）

パタヤに移動

7 13日（土） パタヤ→ 合同評価会議（第２回）

バンコク（泊） バンコクに移動

8 14日（日） バンコク（泊） 団内打合せ、専門家と協議

9 15日（月） バンコク（泊） 合同評価会議（第３回：最終案合意）

10 16日（火） バンコク（泊） ミニッツ案調整、ＪＩＣＡ本部へ送付

11 17日（水） バンコク→ ミニッツ署名・交換（プロジェクト合同委員会）

団長主催昼食会

ＪＩＣＡタイ事務所報告

移動（JL718便）

12 18日（木） 成田
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１－４　タイ側評価チーム

本終了時評価調査団と合同でプロジェクトの評価にあたったタイ側評価チームのメンバーは、

以下のとおりである。

Mr. Sima Morakul：Leader

Deputy director General, Department of Land Development, Ministry of Agriculture

and Cooperatives

Mr. Banchong Amornchewin

Chief, Japan Sub-Division, External Cooperation Division I, Department of Technical

and Economic Cooperation

Mr. Ampol Thimasan

Director of Evaluation office, Bureau of budget, Office of the Prime Minister

Ms. Saowanee Worapanich

Chief, Natural Resource and Agricultural Commodities Standard Division, Bureau of

Agricultural Policy and Planning, Office of Agricultural Economics, Ministry of

Agriculture and Cooperatives

Mr. Chaiyasit Anecksamphant

Soil Conservation Specialist, Department of Land Development, Ministry of Agriculture

and Cooperatives

Mr. Chumpol Lilittham

Chief, Foreign Relation, Planning Division, Department of Land Development, Ministry

of Agriculture and Cooperatives
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第２章　要約

本終了時評価調査団は、1997年 12月７日から同 17日までタイを訪れ、「タイ王国東部タイ農地

保全計画」について、タイ側評価チームと合同で最終評価を行い、評価結果を合同評価報告書

（ｐ．33資料１）に取りまとめて、日本・タイ両国関係機関へ提出した。

この終了時評価の結果、本プロジェクトのいくつかの活動が 1998年６月９日の協力期間終了ま

でに完了するとは見込まれなかったため、合同評価チームは、日本側が１年間のフォローアップ

協力を行うよう提言した。

本プロジェクトは「農地・水保全」という大きな地球的課題に対し、東部タイという場を対象に、

同様な課題を抱えるタイ全土での、さらには世界の他の地域における問題解決に資そうとしたも

のである。

これらの地域には人々が住んでいる。その人間活動の結果として土壌侵食、土壌流亡などの問

題が起き、自然環境への影響と同時に人々の生産活動の大きな障害ともなっている。このため、こ

の課題の解決には、単に人間の手が加わらない自然状態を復元すればよいのではなく、地域に住

む人 （々主に農民）自身が農地・水保全を実践して、その生活と生産が成り立つようにしなければ

ならない。したがって、本プロジェクトは、農学的手法と工学的手法両分野の連携によって農地・

水保全に取り組み、ひいては農家営農の確立を図ることを課題とした。

プロジェクト実施主体の面からみると、実施機関はタイ国農業協同組合省土地開発局（ＤＬＤ）

であり、今後とも農地保全事業に積極的に対応するとされている。これは、従来は農地利用や土

壌分野を主業務としていた部局が、ハード実施面を含めて農地・水保全に組織的に取り組むとい

う、新たな課題でもあった。

こうした背景を持つ本プロジェクトは、1993年６月 10日から５年間の予定で開始され、1998年

６月９日、当初予定の協力期間を終了する。

この間のプロジェクト活動の評価、提言などは、以下のとおりである。

（1）評価の総括

1） 目標達成度

各分野における既存の基準、マニュアル、データの収集調査を通じて、東部タイにおけ

る農地・水保全事業のための各種基準やマニュアルの作成が行われてきた。さらに、この

事業を実施するＤＬＤの組織体制も強化されてきたと判断される。しかし、パイロット地

区における開発技術の適応試行（アダプタビリティトライアル）の実施について、必要な課

題はほとんど着手されていない。まだ造成をはじめていないパイロット地区は３カ所あり、
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うち２カ所は 1998年６月に完成の予定だが、１カ所は 1999年６月完成と見込まれる。ま

た、農地・水保全事業のモニタリングと評価、初期段階の基準・マニュアル類の修正にも

一定期間を要するため、これらの活動が協力期間内に完成するとは見込めない。

2） 効果

プロジェクトの特筆すべき効果は、①東部タイ農地保全事業に係る技術の取りまとめと

開発　②同事業の円滑な運営のためのＤＬＤの組織体制と職員資質の改良向上である。さ

らに、ＤＬＤと地方事務所の関係など、農地・水保全事業の実施体制に与えた制度的イン

パクト、パイロット地区の農家及び近隣者がプロジェクト活動から受けた経済的効果、持

続的農業生産システム確立への貢献も期待される。

3） 効率性

いくつかの活動が、その遅延と投入不足により一時的に滞っているとしても、概して投

入の殆どは適切な成果をもたらした。

4） 妥当性

プロジェクトの基本計画は、上位開発計画や最終受益者である農民のニーズとも合致し

ており、開始時点から妥当なものであったと確認された。

5） 自立発展の見通し

既存の組織体制の改編や解散があったとしても、移転された技術が十分に活用されプロ

ジェクト活動が引き続いて実施される限り、プロジェクトの成果は大きく発展すると見込

まれる。

（2）提言

1） プロジェクトの将来

プロジェクトの自立発展性を確保するために、タイ側は以下の事項に関し、適切な措置

をとる必要がある。

a） パイロット事業を含め、今後とも農地・水保全事業を実施するための予算が継続的に

確保される。

b） 土地開発局関連部局間（土壌・水保全部、土壌分析部、技術部など）の有機的連携を図

り、農地・水保全における「農学的対策」「工学的対策」が一体的に行われ、一括して農

地・水保全事業を推進する体制が維持される。
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c） プロジェクトで作成した基準・マニュアルなどがＤＬＤでオーソライズされ、今後の

パイロット地区の設置および土壌・水保全事業に広く活用される。

d） カウンターパートが継続・適正配置され、移転した技術が十全に活用される。

e） 供与資機材、設備などが適切に維持管理される。

f） 地方事務所職員への研修が継続実施される。

g） 他関連部局および中核農民への研修を通じてプロジェクト成果が普及される。

h） 営農分野における関連機関（農業局、農業普及局など）との連携が強化される。

2） 将来の技術協力の必要性

データロガーの翻訳の困難や落雷による観測機器の故障などで、土壌侵食予想に用いる

降雨侵食度や土壌水分などの基礎データの編集が遅れていること、プロジェクト初期の段

階でＤＬＤ中央と地方事務所関係部門の組織確立に一定期間を要したことなどにより、い

くつかの活動は 1998年６月９日の協力期間終了までに完了するとは見込まれない。

よって、日本側がフォローアップ協力として協力を延長するよう提言する。将来の協力

で必要な具体的活動については、パフォーマンスマトリックス（ｐ．63資料１合同評価報

告書 ANNEX７）を参照。

プロジェクトの進捗状況からすると、協力延長期間は１年間が妥当であろう。フォロー

アップ期間中に、1998年２月から造成が始まるパイロット地区でのモニタリングや適応試

行の評価結果に基づく適切な基準およびマニュアルを整えることが期待される。しかし、

適応試行分野の技術力不足により技術基準や施工・プロジェクト管理分野などの最終ドラ

フト作成がタイ側だけでは難しいかもしれず、進捗状況によってはなおそれ以上の日本側

の協力が考慮されるべきである。

栽培・土壌分野については、いくつかの展示圃場がパイロット地区に設置・運営されて

いる。農地・水保全のためのマニュアルはまだ完成していないが、カウンターパートは展

示圃場の設置運営にかかわる技術的ノウハウをすでに習得している。このため、栽培・土

壌分野の長期専門家派遣は必要なかろうが、土壌管理分野ではさらに協力の必要がある。

（3）今後の評価への改善事項など

合同評価は日本側の一方的な評価ではなく、相手国側も参加して、双方が納得できる内

容にまとめることに意味がある。しかし、限られた調査日程のなかで円滑かつ効果的に評

価を行うためには、相手側評価チームの構成メンバーの選定やパフォーマンスマトリック

ス手法の周知なども含め、できる限り相手側への事前の根回しや啓蒙を行うことが今後の

課題と考える。
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農業技術協力は、地域の自然やそこに住む人々と密接にかかわり、またこれらに依拠す

る面の多い分野である。年により、ところによって気象・土壌条件などが異なれば、得ら

れるデータは違ってくるし、それに応じて営農や基盤整備の取り組みも変わってくる。し

たがって、協力の開始から成果の発現までは、中長期的視点で考える必要がある。特に、マ

ニュアルなどに従って活動を実施した結果不都合が生じる場合は、必ず現地でフィード

バックして、その不都合面を改善工夫する取り組みが肝要と思われる。

なお、タイ側（ＤＬＤ）は、将来この協力が終わった後も縁が切れてしまうのでなく、日

本側の関係機関と何らかの形で農地・水保全にかかわる情報の交換・提供、相談などのつ

ながりが維持されることを望んでいた。
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第３章　投入

日本・タイ双方の投入状況は以下のとおりである。詳細は、合同調査報告書ANNEX１～６（資料

１、ｐ．52～ 62）に記載されている。

３－１　日本側投入実績

（1）専門家派遣

長期専門家を総計11名（チームリーダー、業務調整および計画・設計基準、施工・プロジェ

クト管理、栽培・土壌各分野の専門家）派遣した。

また、必要に応じて各分野の短期専門家、延べ 19名が派遣された。

（2）研修受入れ

タイ側カウンターパート計 22名を日本研修に受入れ、技術研修を行った。

（3）機材供与

総額約１億 7000万円にのぼる資機材を供与し、プロジェクト活動に活用した。

（4）ローカルコスト負担など

プロジェクトにかかわる第２地方事務所スタッフの訓練費などを負担した。またプロジェ

クト基盤整備事業により、1994年４月～８月にかけて、侵食試験圃場と実験棟を建設した。

（5）調査団派遣

プロジェクト開始後、以下の調査団が派遣された。

1） 実施設計調査団（1993年 11月 15日～ 12月 14日）

2） 計画打合せ調査団（1994年３月 10日～同 19日）

3） 巡回指導調査団（1996年１月 10日～同 20日）

３－２　タイ側投入実績

（1）土地・施設

プロジェクトに必要な専門家執務室などの供与を行った。

（2）予算措置

土地開発局（ＤＬＤ）はプロジェクト運営のため、1993年度から 1997年度までに１億 1999
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万 7000バーツにのぼる予算を措置した。

（3）カウンターパート

プロジェクトの実施に必要なカウンターパートを、合計 32名配置した。
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第４章　プロジェクト目標達成状況

４－１　計画・設計基準

（1）活動達成状況について

1996年１月の巡回指導調査団は、農業協同組合省土地開発局（ＤＬＤ）側の組織体制の強化

に関する提言を行った。これに基づいてその後、組織体制の充実が図られるとともに、技術

協力の対象を地方事務所（Region Office：ＲＯ）を中心としたものから、技術部（Engineering

Divison：ＥＤ）も含めたものとした。これに伴い、その後の技術移転スケジュールも見直さ

れた。（1996年３月）

このため、それまでに作成された、または作成途上の基準案やマニュアル類について作成

方針の見直しなどを余儀なくされた。これは、当初のＲＯの技術協力対象者とＥＤの対象者

の技術水準が異なるため、相手側が求める計画・設計基準やマニュアルのレベルをそれぞれ

の技術レベルに応じたものにする必要があったためである。

その後、技術基準作成分野の技術協力は現在まで順調に進められてきたが、作成方針の見

直しに伴う遅れにより、実際の現場施工での妥当性を確認するためのパイロット地区におけ

る開発技術の適応試行（アダプタビリティトライアル）に必要な計画・設計基準（第１次案）の

作成が遅れることとなった。

ＴＳＩに基づき、現在までの「Ｉ農地・水保全のための技術基準の作成」活動状況をみると、

以下の３つの課題からなる。

Ｉ－１ データ収集ならびに農地・水保全のための分析システムの改善

Ｉ－２ 紹介された基準のパイロット地区での適応試行パイロット地区における開発技術の

適応試行（アダプタビリティトライアル）

Ｉ－３ 農地・水保全に関する基本的な計画・設計基準の作成

1） データ収集ならびに農地・水保全のための分析システムの改善

パフォーマンスマトリックス評価法による評価結果は、一部Ｂと評価されるものもある

が、そのほかはおおむねＡと評価された。なお、Ｂと評価した部分は以下の事項である。

a） 既存の計画・設計手法の検討と改善について、文書化して整理されていないこと

b） ＧＩＳ技術については、一連の技術移転は終了したが、実際のプロジェクト・サイト

における試用を通じた技術移転が引き続き必要な状況にあること

c） 侵食試験圃場を通じた技術移転については、観測機器の故障によりデータ収集、分析

が十分でない状況にあること
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2） 紹介された基準のパイロット地区での適応試行

作成された基準案のパイロット地区での試用については、計画・設計基準（第１次案）の

作成の遅れにより、最終３地区で実施されていないため、ＢまたはＣと評価された。

3） 農地・水保全に関する基本的な計画・設計基準の作成

農地・水保全に関する基本的な計画・設計基準の作成については、設計基準分野は第１

次案がすべて準備され、最終３地区での試用段階に入っているが、計画基準分野は、第１

次案の作成が一部未了である。また、適応試行後の「最終案」の作成段階まで到達していな

いこともあり、達成度としてはＢと評価された。

（2）終了時達成見込み

上記１）のデータ収集ならびに農地・水保全のための分析システムの改善については、侵食

試験圃場でのデータ収集・分析分野以外は、1998年の終了時までに完了するものと見込まれ

る。また、２）のパイロット地区での適応試行については、施行後の調査・分析まで現行の協

力期間内ではスケジュール的に完了できないものと判断される。

このため、３）の農地・水保全に関する基本的な計画・設計基準の作成についても、基準案

（第１次案）の作成までは終了時までに可能と考えられるが、適応試行後の調査・分析結果を

基準案の作成にフィードバックできないため、終了時までに基準の最終案の作成は不可能と

判断された。

このように、技術基準の作成分野においては、終了時までに十分な成果が得られない分野

が一部残らざるを得ないものと見込まれる。

（3）フォローアップの必要性

上記の理由により、技術基準の作成分野においては、１年の延長期間を達成目標期間とし

て延長することが必要と判断した。

1） 延長期間の考え方

計画基準（第１次案）は、すでにすべてのパイロット地区が計画済みであるため、延長期

間内にほかのプロジェクト・サイトにおいて適応試行を行った後、「最終案」の策定を行う

予定である。

一方、設計基準（第１次案）は、残された３つのパイロット地区のうち２地区において本

基準案に基づき設計中であり、残る１地区に対しても今後適用する予定である。また、施

工管理基準作成分野とあわせて、施工中、施工後、とりわけ雨期における基準案による設
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計・施工の妥当性を検討後、検討結果を踏まえた基準案へのフィードバックを行う予定で

ある。（３つのパイロット地区のうち、２地区については 1998年６月～ 10月の雨期、残る

１地区は 1999年の雨期に施工後の状況を調査・分析の予定）

このように、「最終案」の策定、基準の標準化のためには、最終的に残る１地区における

適応試行まで終了させる必要があり、この場合の延長期間としては２年間必要となる。し

かしながら合同評価チームとしては、１年間の延長期間における設計・施工分野の適応試

行によりタイ側カウンターパートに基準案の評価方法を技術移転し、残る１地区について

はタイ側自身で実施することで「最終案」の作成まで到達可能と判断し、１年間で残された

分野の成果を得ることを目標とした。

ただしこの場合、最終的な成果を延長期間終了時点では確認できないこと、および遅れ

ている施工管理、モニタリング分野の作業量なども考慮した場合、十分な技術移転ができ

ずに終了せざるを得ない分野が生じる恐れがある。

2） 延長期間にさらなる延長の検討の余地を残した理由

今回のミニッツ（合同評価報告書）において、計画・設計基準および施工管理基準の分野

については、１年間の延長後の技術協力の進捗状況によってはさらなる延長を検討する余

地を残したが、その理由は以下のとおりである。

a） １年間の延長の場合、ＴＤ－ No.２地区は適応試行を日本人専門家の協力を得て実施

できないこととなる。本地区は他の２地区とは違って降雨の多い地域であり（他の２

地区が1000mm／年オーダーであるのに対し、本地区は 4000mm／年オーダー）、降雨量、

降雨強度、土壌などの違いにより、より厳しい条件下において、設計・施工管理マニュ

アル（第１次案）の現地での適応性を調査することとなる。このため、場合によっては

排水路の洗掘やため池の水位急上昇に伴う堤体破壊など、延長期間内に調整・分析す

る他の２地区では予想できないような危険な事態が発生することも考えられ、日本人

専門家の指導による慎重な調査・分析が必要と考えられる。

　また、設計・施工管理基準（案）などの見直しを検討する際、２地区のデータのみで

は客観的な判断ができず、もうひとつのデータが必要となる場合も発生することが予

想される。この場合、残る１地区において翌年度にタイ側独自に見直し検討項目を調

査・分析し、基準案の見直しを行うことになるが、基準の見直しには高度な技術検討

が必要であり、技術基準の最終成果として、必要な精度が確保できない恐れもある。

　このため、１年間の延長期間における適応試行の状況をみて、安全性および基準の

精度の確保の面から日本人専門家の技術協力を延長する必要性が生じる可能性がある。
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b） 侵食試験圃場におけるデータ収集・分析分野においても、１年の延長期間において、観

測機器の故障により得られなかったデータ収集と収集結果に基づく侵食試験圃場での

試験結果の分析を同時に行うこととなる。また、1997年度内に観測機器を大幅に入れ

替えるため、既存の収集データと新たな収集データとの互換性のチェックや新しい観

測機器の調整も必要であり、これらすべての技術移転を１年間で完了させることはス

ケジュール的に相当厳しいものと予想される。

c） タイ側は、日本の技術協力に対し、単に日本人専門家から技術移転されたといって終

了するのではなく、技術移転による効果がある程度見られ、今後タイ側独自で実施で

きることを確認して初めて終了すべきだと考えており、この観点から２年間の技術協

力が妥当と考えている。これに対し、基本的に１年間でタイ側が今後最終的なマニュ

アルを作成できるよう技術協力を行うこととするが、施工・プロジェクト管理分野に

ついては膨大な作業量であるため、残る分野の一部において十分な成果を上げられな

い恐れがあり、今後の進捗状況によっては再延長が必要となる可能性がある。

　以上のフォローアップに必要な作業フローを、図－１（ｐ．15）に取りまとめた。

（4）所感

本プロジェクトは、農地・水保全のための工学的技術と栽培・土壌などの農学的技術といっ

たハードとソフトを一体とした技術移転であり、従来の技術協力にはないさまざまな問題へ

の対応も生じ、技術移転が順調に進むまでに時間を要した。しかし、こうしたハードとソフ

トを一体としたプロジェクト方式技術協力は、従来の技術協力よりも大きな効果をもたらす

ものと考えられる。また、タイ側においても、工学的分野を受け持つ組織と栽培・土壌分野

の組織とのつながりが十分でなかった状況のなか、本プロジェクトを通じてＤＬＤの組織強

化（技術部の役割の明確化と栽培・土壌分野および地方事務所との連携強化）が図られたこと

は、技術協力の成果のひとつとして高く評価されるべきであると考えられる。
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４－２　施工・プロジェクト管理

（1）活動達成状況と残課題

本分野におけるこれまでの活動によって、工事実施体制が改善され、プロジェクト活動を

効率的かつ円滑に行うための基盤づくりが進められた。特に、工学系技術者を抱える技術部

と農学系技術者中心の地方事務所らが協力して事業実施する体制が打ち出された点は、本プ

ロジェクトの目標である工学的手法と農学的手法の総合化を組織面でサポートする意味でも

重要である。また技術部については、積算、施工法の改善点の認識が深められ、設計思想を

反映した施工の必要性などの技術レベルが向上した。地方事務所などにおいては、より基本

的な施工技術が現地指導などにより改善されつつある。

本分野の活動内容はＴＳＩ上では以下のように分類されている。

Ⅱ－１ 農地・水保全工事に関する標準積算法、施工管理法の導入

Ⅱ－２ 工事のモニタリングおよび農地・水保全工事の総合的評価

Ⅱ－３ 導入された標準法の適応試行（アダプタビリティトライアル）を選定されたパイロッ

ト地区で実施

Ⅱ－４ 農地・水保全工事に関する積算、施工管理、モニタリング・評価の標準化

活動項目は積算法、施工管理法、モニタリング・評価、の３つに分類できる。それぞれの達

成状況と残課題は以下のとおりと判断される。

1） 積算法

既存の積算法を調べ、改善点について検討を行ったが、改善点と他手法導入については

引き続き検討を行うことが必要である。たとえば、積算は数量に単価をかける方式で行わ

れており、単価については設計や現場条件との整合性についての検討が重要である。また、

数量計算については適切な精度が確保されているかどうかについて、いっそうの検討が必

要と考えられる。

積算法については、すでにタイ側に確立された手法があるため、積算の標準化は関連情

報の収集を中心とする。今後は一層の資料収集や適応試行によって既存の積算法の改善と

他手法の導入による改善手法の検討を行い、将来、必要に応じてタイ側が積算手法の改善

を行えるようになることを目的とする。

2） 施工管理法

既存の施工管理法の改善点については継続して検討していく必要があるが、基本的には
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第１次案が作成されている。今後はまだ第１次案が完成していない工事検査マニュアル

（案）・施工計画マニュアル（案）の作成を行い、残り２地区ですでに作成済みのマニュアル

類とあわせて適応試行し、見直しを行い、標準化する。

3） モニタリング・評価

ＤＬＤの行う農地・水保全工事のモニタリング・評価手法の収集・検討が行われ、モニ

タリング項目と内容が決定された。これに基づき部分的にモニタリングが開始されている

が、データ収集が中心で分析評価には及んでいない。また、実施体制の改善も必要である。

今後は残りの２地区においてモニタリングを実施し、結果の分析評価を行い、モニタリン

グ手法の改善を検討する。

（2）終了時達成見込み

残り２地区の施工は 1998年６月に完了予定であり、マニュアル類のパイロット事業への適

応試行はモニタリング部門を除いて実施可能である。なお、そのためには現段階で一部未完

了のマニュアル類（案）について、遅くともそれぞれの活動実施前には完成する必要があり、

時間的には限られているが、現在の進捗状況から可能と判断した。

（3）フォローアップの必要性

したがって、①継続すべき既存手法の改善などの検討、②マニュアル類の適応試行結果の

整理・分析とフィードバック・標準化、③モニタリングとその結果の分析・手法の検討、に

ついては協力期間内での完了は困難であり、フォローアップが必要である。期間としては、１

年間で残りの２地区を対象としてマニュアル類の適応試行とその結果のフィードバックを行

い、必要な成果を得ることが可能と判断した。しかし、これから協力期間終了までの半年間

は、第１次案の完成と適応試行だけでなく実際に現場において技術移転を行う重要な時期と

なるため、業務が集中する。また、フォローアップ期間においても相当量の業務となること

を考慮すると、今後の活動の進捗あるいはタイ側への技術移転の状況によっては、所期の目

的を達成するために、さらなる協力の必要性も考えられる。

（4）所感

今回、基本的には残りの２地区に絞って集中的にマニュアル類の適応試行を実施すること

を提言した。これは、プロジェクトの目的を達成するにあたり日本側の技術協力はタイ側が

独自で実施できるようになるまでとし、その後はタイ側の自助努力によるべきであるとの判

断からである。したがって、プロジェクトの目的であるマニュアル類の標準化とそれを通じ
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た技術移転が確実に行えることを見極めることが重要となる。

特に第１次案を適応試行する地区数を限ったことによって、マニュアル類の精度が確保さ

れるのか（十分なフィードバックが行えるか）、あるいは期間を基本的に１年としたことによ

り技術移転（特にマニュアル類やモニタリングの評価、見直しのための技術移転）が確実に行

えるか、といったことが懸念される。

最終３地区目はこれら２地区よりさらに遅れた施工となるが、１年間のフォローアップを

実施した場合にはその期間内に施工が完了する予定である。この点を考慮して最終３地区目

についても有効に活用して、限られた時間のなかでマニュアル類の標準化および技術移転を

効率的に行う必要がある。

今回の調査によって、工学的手法と農学的手法の総合化の必要性、モニタリングと事業評

価の重要性に対するＤＬＤ側の認識の深さを確認できた。工事実施体制も示されており、早

期に必要な検討を行い、フォローアップ期間も含め残された期間で確実に成果があげられる

ことを期待する。

本プロジェクトは工学的手法と農学的手法の融合により総合的な農地・水保全事業を行う

ことを目的とするもので、この融合は土壌侵食などの激しい地域においては持続的な農業開

発を行うために不可欠の要素である。この成果は地球環境保全対策にもつながるものであり、

早期に、東部タイのみならずタイ全土において展開されることを期待する。

４－３　栽培・土壌

（1）評価概要

栽培・土壌分野については、プロジェクト終了時（1998年６月）までにＴＳＩ上の活動がお

おむね達成されると期待できるものの、最終的な農地保全のための栽培および土壌管理に関

するマニュアルの完成に向けて、主に土壌科学に関する日本人専門家の投入によるフォロー

アップが必要であると評価した。

（2）活動達成状況について

ＴＳＩのなかで、「Ⅲ　農地・水保全に関する栽培・土壌管理マニュアルの作成」は、次の

３つの柱で構成されている。

Ⅲ－１ 農地保全のための効果的な栽培手法の選択

Ⅲ－２ パイロットエリアにおける選定された栽培手法の実証試験の実施

Ⅲ－３ 栽培と土壌管理に関する適正なマニュアルの作成
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パフォーマンスマトリックス評価法による評価結果は、Ⅲ－１およびⅢ－２－１（カバーク

ロップ選定、土壌水分保持）についてはＡである。具体的には、栽培手法としてのカバーク

ロップの選定や土壌水分保持のためのマルチング技術の検討と予備的圃場試験の実施などの

技術移転は終了している。また、デモンストレーションファームをすでに３地区５カ所に設

置しており、今後もその数は増加することが期待される。

一方、Ⅲ－２－２（パイロット地区のモニタリング）およびⅢ－３については評価結果をＢ

としている。これは、パイロット地区のモニタリングについて「土壌管理分野について技術移

転は継続されるべきであり」、ＴＳＩに定める最終マニュアルの作成に向けて「最終マニュア

ルの一部としてこれまでに報告書や仮稿が用意された」段階にすぎないからである。

（3）終了時達成の見込み

これまでに栽培学的な手法を中心とした技術移転は栽培土壌担当の専門家により順調に進

められている。この観点から、Ⅲ－２－２のモニタリング技術およびⅢ－３の最終マニュア

ルについては、それぞれ 1998年終了時までに技術の移転とマニュアルの作成は終了すること

が期待される。しかしながら、土壌管理の視点からの農地保全技術の移転とその成果のマ

ニュアル化に関しては、終了時までに十分な成果の達成を期待することは難しいと評価チー

ムは判断した。

（4）フォローアップの必要性

以上から、ＴＳＩ上の最終マニュアルの作成のためには、以下に想定するように主に土壌

科学に関するフォローアップを実施することが必要である。

すなわち、トライアルファームやデモンストレーションファームなどの現地試験圃場にお

けるタイ側カウンターパートに対する技術指導（トライアルファームのデータ解析方法、デモ

ファームの運営管理、土壌侵食の評価など）および農地保全のマニュアル改訂のための総合的

な技術指導などである。なお、現地圃場における技術指導内容については、栽培土壌担当の

専門家からも情報を入手することが必要である。

フォローアップ期間にこの想定業務を達成するためには、以下の条件を満たす専門家を最

低でも３カ月以上投入することが必要だと評価チームは判断した。

・栽培に関しても指導ができる土壌科学の専門家

・タイおよび本プロジェクトに対する理解が十分であること

・短期間派遣でもタイ側に対する総合的指導力が期待できること



- 20 -

（5）所感

評価チームは、上述した土壌分野の専門家について適当な人材を推薦できる。短期専門家

による効率的なフォローアップのためには、タイ側の受入態勢整備が必須であり、このこと

については現地チームによる事前準備、特にタイ側カウンターパートとの調整に期待したい。

今回の最終評価で初めて採用したパフォーマンスマトリックスによる評価方法により、最

終的には成果の達成状況や残された課題などを抽出し、フォローアップの必要性を明らかに

することができた。しかしながら、タイ側との事前調整が十分とはいえず、合同評価会議の

場においてその定義や数量的評価基準の必要性などが検討されることとなった。

当プロジェクトの特徴のひとつは、工学的および農学的なアプローチによる農地保全の総

合的な推進を図ることにある。この理念の重要性をタイ側、特に現地レベルまで浸透させる

には時間がかかるものと推察された。しかしながら、プロジェクトの進捗に伴い、施行後の

モニタリングの重要性や農民への農地保全技術導入のための誘導的手法の必要性などがカウ

ンターパートに認識されることとなった。タイ側カウンターパートからのヒアリングにより、

当プロジェクト終了後もタイ側としてこの成果を全国に普及する意思があることが確認され

た。以上から、プロジェクトはタイ国における総合的な農地保全推進のための重要な一助に

なると判断される。

現地調査の過程で、プロジェクト開始時に策定されたＴＳＩに記載されている「デモンスト

レーションファーム」とパイロット地区における「適応試行（アダプタビリティトライアル）」

の考え方を整理する必要性が明らかになった。合同評価会議などの場で検討した結果は以下

のとおりである。

まず、「デモンストレーションファーム」の設置場所についてであるが、これまでに当プロ

ジェクトによりパイロット地区あるいは試験場内に５カ所設置された。パイロット地区への

設置は近隣の農民が日常的にプロジェクト成果を実体験するための貴重な機会である。一方、

たとえばライヨング試験場に設置された場合でもその重要性は否定されるものではない。な

ぜなら、各種研修が年数回実施され毎回40名程度の参加者があること、またそれとは別に見

学者が年間 100～ 200名来場していることなどから、試験場内の展示圃場においても科学的

データを用いた説明などにより来場者に対する農地保全技術の効率的な普及効果が期待でき

るからである。以上から、「デモンストレーションファーム」を必ずしもパイロットエリアに

設置する必要性はなく、プロジェクト成果を効率的に農民らへ普及する体制整備が重要であ

ると判断された。

また、「適応試行」における作付けについても検討された。プロジェクト開始時にはキャッ

サバを主体とする作付体系による農地保全技術の営農現場への導入が検討されてきた。しか

しながら、プロジェクトの進捗に伴い、これらの基本成果の現地への導入にあたっては単に



- 21 -

農地保全の重要性を説くのではなく、換金性の高い果樹栽培などを含めたパッケージ作付技

術として営農主体たる農民への技術誘導を図ることが重要であると明らかになった。以上か

ら、キャッサバに限らず果樹などを含めた「適応試行」を設定することは否定されるべきもの

ではない。

４－４　研修

（1）評価概要

研修分野に関しては、プロジェクト終了時までにＴＳＩ上の活動は達成されるものと見ら

れる。このため、協力期間終了後の研修に関する活動は、タイ側により引き続き実施される

ことが期待される。なお、研修にかかわる活動は、フォローアップが実施されることとなっ

た場合活動項目にはならないが、フォローアップ期間中に日本人専門家からの助言などを期

待したい。

（2）活動達成状況について

研修分野の活動は、詳細ＴＳＩでは、以下のとおりとなっている。

Ⅳ－１ 研修計画とカリキュラムの公式化

Ⅳ－２ 教材の準備

Ⅳ－３ 研修コースの実施

合同評価を行った結果によれば、Ⅳ－１とⅣ－２については、Ａ（達成された）と判断され

た。Ⅳ－１の活動の詳細は、①ＤＬＤで実施されている研修の分析、②使用されている教材

の収集・分析、③研修計画の作成などであり、短期専門家により研修計画、カリキュラム作

成を終了している。またⅣ－２の活動の詳細は、①研修教材の資料収集、および②教材の準

備となっており、これまでのプロジェクト方式技術協力活動を通じて研修の実施のために必

要な教材が作成・準備されてきたことから、達成されていると判断された。

Ⅳ－３については、ＤＬＤ職員のための研修を年１回、全４回実施することとしており、今

までに３回実施されてきた。第４回目は 1998年２月に実施される予定である。また、中項目

の活動として教材効果の評価および教材の修正があるが、各研修実施後に受講者のアンケー

ト調査を行って研修の評価と研修内容を修正してきており、この結果を受けて、実施面の研

修を増やしている。また、評価に関しては、研修生の追跡調査を第４回研修終了後に行う予

定にしており、協力期間内には十分実施が見込まれると判断された。以上により、Ⅳ－３の

研修コースの実施に関しても、当初予定された研修活動は終了するものと判断された。
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（3）終了時達成の見込み

これまでの活動状況および第４回の研修の予算が計上されているため、研修分野にかかわ

る活動は、終了時までに達成されるものと期待できる。

（4）フォローアップの必要性

以上、研修分野については、終了時までに達成される見込みのため、フォローアップ協力

の必要性はないと判断される。

（5）所感

研修分野にかかわる活動に関しては、当初、「東部タイ地域の農地・水保全に関する実用技

術の付与とパイロット事業の施工にかかわる指導的技術者の養成」を目的に研修カリキュラム

が策定されてきた。しかし、農地・水保全事業の調査、計画、設計、施工、維持管理、モニ

タリングまでの各過程ごとの必要作業および関係部署を明確にし、事業実施全体の流れと各

作業の位置づけを明らかにした「農地・水保全事業実施手順」がタイ側に理解されたことによ

り、パイロット事業実施における地方事務所の管轄下にある出先事務所（ステーション）の役

割に関連した事項（地区選択、概略設計、事業説明、維持管理など）を中心に研修を行うこと

になった。ＤＬＤとしては、受講者を研修を通じて土木技術者に養成するのではなく、役割

に応じた責務を負う項目について研修を実施すべきとの考えによる変更であった。このため、

研修内容は当初の予定とは変更されたものの、第２回目の研修以降、修正を加え実施されて

きた。

本プロジェクト活動初期の困難さのために研修の活動も大きな影響を受けたが、農地・水

保全事業実施手順でステーションのユニットチーフが負う業務に限定された研修となり、ま

た固定された約 40名の研修者を対象に、本プロジェクトによる農地・水保全研修の基本事項

となる研修を実施できたことは、ひとつの成長であった。

本プロジェクトは東部タイ地域を対象に実施されているが、タイ側は、これまでの成果を

農地・水保全の推進のため他地域へも展開する必要性を認識している。これまでの研修活動

実施の成果が今後の農地・水保全にかかわる手法などの全国展開に生かされることを期待し

たい。
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第５章　評価結果

５－１　目標達成度

各分野における既存の基準、マニュアル、データの収集調査を通して、東部タイ農地・水保全

事業のための各種の基準やマニュアルの作成がなされてきた。さらに、この事業を実施する農業

協同組合省土地開発局（ＤＬＤ）の組織体制も強化されてきていると判断できる。しかしながら、

パイロット地区における開発技術の適応試行（アダプタビリティトライアル）の実施について、必

要な活動はほとんどが着手されていない。

現在、まだ造成を始めていないパイロット地区が３つあるが、そのうち２つは 1998年２月に着

工され、1998年６月に完成予定である。３番目の地区は 1999年６月までに完成が見込まれる。農

地・水保全事業のモニタリングと評価を行うことに加え、初期段階の基準類やマニュアル類を修

正するには一定期間を要するため、これらの活動が協力期間内に完了するとは見込まれない。

５－２　効果

（1）効果の内容

1） 技術的インパクト

計画・設計、施工・プロジェクト管理および栽培・土壌分野において各種の基準、マニュ

アル類が整備されつつあり、各分野での技術・手法の標準化・統一化が促進されている。プ

ロジェクト活動を通じて、より体系的・理論的に農地・水保全事業が実施される体制が整

備されてきている。

2） 制度的インパクト

農地・水保全事業の実施に際しては、ＤＬＤ内の関係部署と地方事務所の協力は重要で

ある。本プロジェクトは、事業の効率的・効果的実施のための各関連部署との調整方法や、

コミッティ・作業部会などの組織運用についてのノウハウを蓄積してきた。特に、土木的

手法と農業的手法の連携実施体制のあり方がプロジェクト活動で示されたことは、非常に

意義あることであった。具体的には、農地・水保全事業実施手順の蓄積が挙げられる。栽

培・土壌分野においては、農業局および農業普及局との連携の重要性が認識され、プロジェ

クト活動を通じて、関係者のなかでこれらの機関との連携関係が図られてきたといえる。

また、本プロジェクトの活動の重要性についてはよく認識されており、将来ＤＬＤが東

部タイ地域だけではなくタイの他地域へ展開する必要性があることについての認識も高

まっている。農地・水保全事業の推進のため、ＤＬＤが本プロジェクトを吸収した恒久組

織化について検討してきたことも、制度的なインパクトとして大変重要な成果といえる。
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3） 経済的インパクト

本プロジェクトへは、多くの直接・間接的な経済的インパクトが期待されている。本プ

ロジェクトは、パイロット事業地区へ適宜助言・指導を行っており、当該地区ではため池

の用水利用による高収益作物が導入され、農地の生産力が維持され、これが農業の生産性

と農家所得の向上に寄与することが期待される。

4） 社会的・文化的インパクト

パイロット事業の実施に際して、事業の円滑な実施のためには当該地区の農業者間の協

力が重要かつ不可欠であるが、事業実施地区ではこれらの協力がみられ、社会的なインパ

クトとなっている。

5） 環境的インパクト

本プロジェクトは、農地・水保全事業の推進により、環境保全および持続的農業の確立

を目指したものであり、環境に貢献することが期待されている。プロジェクト成果の利用

を通して、次の効果が東部タイ地域のみならず、タイ全土に広がることが期待される。

①農業生産性の維持と改善、②土壌侵食の抑制による流域の水質汚濁の防止、③堆積土

による河川、水路断面の縮小の低減。

（2）効果の広がりと受益者の範囲

1） プロジェクトレベル

本プロジェクトのカウンターパートは、プロジェクト活動を通じて彼ら自身により、そ

して日本人専門家からの技術指導と日本での研修により技術を向上させ、技術を実際に活

用することができるようになった。また第２地方事務所の職員の能力が研修により磨かれ

た。協力期間終了後も研修コースは引き続きタイ側独自に実施され、裨益者の範囲は拡大

される見込みであり、ＤＬＤにおける農地・水保全事業の実施体制は本プロジェクトによ

り強化されるものと見られる。

2） セクターレベル

本計画は、農地・水保全事業における農学的手法と工学的手法の一体的実施を目指して

おり、このため栽培・土壌分野においては農業局および農業普及局との連携が図られてい

る。プロジェクト活動の実施過程を通じて、２つの分野の手法の一体的実施の理解が深ま

り、本プロジェクトは農地・水保全活動のモデルとして位置づけられる。
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3） 地域レベル

パイロット地域においてプロジェクト活動の裨益者は農民であり、近隣の農民が展示効

果の受益者になっている。将来、プロジェクト活動を通じて開発された技術を活用し、

ＤＬＤによって農地・水保全事業が東部タイで実施されるはずであるが、土壌侵食が広く

防止され持続的農業生産システムが構築されることは、同地域における農業生産力性の向

上に貢献する。また、第２地方事務所のステーションレベルの職員が、展示圃場や研修活

動を通じて農業者への技術普及に努めている。

4） マクロレベル

プロジェクトの活動を通じて開発された技術に基づき、ＤＬＤはタイの持続的な農業生

産システムの構築に貢献することができる農地・水保全の活動を広めることが期待される。

５－３　効率性

日本側投入（専門家派遣・研修員受入れ・機材供与）はおおむね計画どおり遂行され、プロジェ

クトの円滑な実施に資した。加えて、日本側はプロジェクト基盤整備事業により侵食試験圃場お

よび実験棟を建設し、また中堅技術者養成対策費により研修を実施している。

一方、タイ側は、施設・建物・要員および予算について適切な措置をとっており、プロジェク

ト活動の促進に貢献している。

カウンターパートの配置については、すべてのカウンターパートが通常業務を抱えていたこと

は、プロジェクトの円滑な実施に影響を及ぼしている。しかし、巡回指導調査団による提言を受

けて２名のプロジェクト調査役を配置したことは評価でき、以降の円滑なプロジェクト実施に資

している。

当該計画においては、日タイ両国の投入に対しておおむね妥当な成果を得るであろうことが期

待される。現状の問題としては、自動観測機器類の故障による侵食試験圃場におけるデータ収集・

分析の遅延があるが、近々、同観測機器の修理が日本側機材供与により実行される予定であり、解

決が図られると判断される。

５－４　妥当性

（1）プロジェクト目標の妥当性

プロジェクト要請段階では、タイ政府は、第６次経済社会開発計画（1987～ 1997）において

農地・水保全事業を「農村総合開発・環境保全プログラム」のなかで積極的に推進するべき分

野として位置づけ、必要な政策を行ってきた。また第７次計画（1992～ 1996）においても、環

境問題の解決に重点を置きつつ自然資源の利用と再生に関する行政の改善を図るため、自然
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資源開発計画のなかで土壌侵食防止をひとつの柱として掲げている。現行第８次５か年計画

（1997～ 2001）における農業開発の目標は、農業者の収入の増加と農業部門のポテンシャルの

保持によって社会全体の発展に資することとされ、そのひとつとして「持続的で自然資源と環

境に優しい開発を通じた自然資源の保存」が挙げられる。以上より、本プロジェクトの目標は

要請時も、また現在も妥当と判断される。

（2）計画設定の妥当性

当該計画における活動は、農地・水保全事業にかかわる技術の改善、人材育成および改善

された技術のパイロット事業地区における適応試行からなる。農地・水保全にかかわる技術

の開発に向けての活動は、大きく農学および工学的に区分されており、投入もそれに従って

行われている。これは、農地・水保全事業において両分野を一体化させて行うという趣旨に

合致している。他方、技術の適応試行については、計画当初より、計画から施工および営農

に至る段階を通して行うとしており、またその効率的実施のために、16パイロット地区中の

選定された地区に集中して実施するということで双方合意している。限られた投入、期間か

らみて、おおむね妥当な計画であったと考えられる。

５－５　自立発展の見通し

（1）組織的自立発展性の見通し

東部タイ農地保全計画は現在、ＤＬＤの組織規程に明示された組織とはなっておらず、関

係部局および第２地方事務所が参画して形成されている。プロジェクトの管理・運営のため

に合同委員会やサブコミッティが組織されており、また活動の円滑な実施のために、サブコ

ミッティの下に各活動分野ごとに５つの作業部会（パイロット地区実施Ｗ／Ｇ、計画設計基

準・施工Ｗ／Ｇ、栽培土壌・トライアルファームＷ／Ｇ、モニタリングＷ／Ｇ、研修Ｗ／Ｇ）

が設けられている。プロジェクト活動を通じて、農地・水保全事業を実施するうえでの関連

部署間の連携に関するノウハウがＤＬＤに蓄積され、今後農地・水保全事業を円滑に実施し

ていくための体制が固まりつつある。

本プロジェクトの恒久化については、ＤＬＤ関係者の認識も高く、現在ＤＬＤでは局全体

の組織再編作業を進めており、そのなかで本プロジェクトを吸収する恒久組織の確立につい

て検討されてきている。サブコミッティでも検討され恒久化に合意しているものの、ＤＬＤ

の組織再編計画のなかで議論されなければならないため、組織確立には時間がかかるものと

見られている。またタイ政府は現在、政府システムの再建を行おうとしており、この過程の

なかで恒久組織について調整されるものと考えられている。ＤＬＤには、本プロジェクトの

恒久組織化については日本の協力期間内に確立しようとの意向が見られた。ＤＬＤの組織改
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革については、首相府の下にあるシビルサーヴィス委員会に説明を行っており、近いうちに

決定がなされる見込みとなっているとのことであった。またＤＬＤは、この恒久組織の職員

を、本プロジェクトのカウンターパートおよびＤＬＤの関連する部署の職員により構成する

ことを検討している。

本プロジェクトの恒久組織化の実現性はかなり高くなっており、より効率的・効果的な農

地・水保全の推進が期待される。

（2）財務的自立発展性の見通し

プロジェクト協力期間内の本プロジェクト予算については、ＤＬＤの1998年度（1997年 10

月～ 1998年９月）予算に計上されている。また各種プロジェクト経費などの予算執行につい

ては、総理府予算局との協議が必要となるが、承認されれば執行は可能とのことであった。プ

ロジェクトマネージャー（ＤＬＤ局次長）によれば、タイと日本との約束により実施されてい

るプロジェクトであり、予算局もプロジェクト実施に必要な予算は確保するとしているとの

ことで、予算執行については問題はないものと見込まれている。

また、プロジェクト終了後の予算確保に関しては、本プロジェクトの農地・水保全にかか

わる活動についての重要性がＤＬＤ内でよく認識され、また、本プロジェクトのＤＬＤの恒

久化組織化についても検討されており、予算手当については、将来的には支障がないものと

期待される。

なお、1997年７月以降の通貨危機に関して、タイ政府の財政事情は大変悪化している。1998

年度（1997年 10月～ 1998年９月）の予算法案については、1997年 11月 25日に全体で 18.5％

の削減が閣議了承されている（ｐ．71資料３）。農業協同組合省予算については22.6％の削減、

ＤＬＤ予算も 26.6％の削減が決定されている（ｐ．72資料４）。今後の財政事情によってはさ

らに削減される可能性がある模様で、今後の予算確保が懸念されるところである。

（3）物的・技術的自立発展性の見通し

1） 移転技術の適正度と定着

移転技術の内容は、基準・マニュアルなど高度なものについては、プロジェクト管理運

営のために設置されている各作業部会で関係者間の議論を経て成案とするなど、各分野の

カウンターパートにとって有効かつ適正なレベルであると判断される。また、パイロット

事業地区における適用と修正により、移転技術の定着が図られる見込みである。

2） 要員配置計画

本プロジェクトでは、ＤＬＤ局次長（プロジェクトマネージャー）以下32名のカウンター



- 28 -

パートが局長名で任命され、日本側のチームリーダーに対しては部長クラスが、専門家に

対しては課長クラスの職員が配置されている。カウンターパートは、本来業務との兼任と

なっていたため、プロジェクト活動およびコミュニケーション維持に問題があった。この

ため、タイ側から事業調整業務を担当する選任の職員が２名配置され、プロジェクト活動

が円滑に行われるようになった。しかし、カウンターパートの兼任は解消されていない。

3） 後継者の育成

本プロジェクトの農地・水保全にかかわる活動についての重要性がＤＬＤ内でよく認識

され、また、本プロジェクトを吸収する恒久組織化が検討されている。今まで実施された

中堅技術者養成研修の成果が、農地・水保全の推進のためのＤＬＤの研修などに生かされ、

要員養成が図られることが期待される。

4） 供与機材の維持管理

供与機材の維持管理については、よい状態にあり、引き続きこの状態を維持できるもの

とみられた。

（4）その他管理運営上の制約要因

財政事情の悪化によるタイ政府の負担削減に関して、合同委員会で首相府技術経済協力局

（ＤＴＥＣ）から説明があった。限られた予算のため、専門家に対する住居手当のタイ側負担・

１万バーツについては、削減されるとのことであった。この点についてはすでにＤＴＥＣか

ら各省へ連絡されており、ＤＬＤへも口頭で連絡があったとのことであるが、ＤＴＥＣは、１

万バーツの削減により影響の出る専門家については、削減を見合わせるとのことであった。

ＪＩＣＡタイ事務所によると、バーツの下落と各専門家の住居手当の上限額から、専門家に

は影響は出ないとのことであった。
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第６章　結論

６－１　提言

（1）日本の技術協力期間

本プロジェクトは 1998年６月９日に終了予定であるが、侵食試験圃場における落雷など自

然条件に起因する、観測機器の故障による土壌流亡量予測のための基礎データ収集の遅延と、

プロジェクト実施体制整備に時間を要したこと、およびパイロット事業とのスケジューリン

グの問題から、同協力期間内におけるプロジェクト目標の達成は困難と判断される。よって

合同調査チームは、遅延している分野におけるフォローアップのため日本側協力の延長を提

案する。なお、日本側フォローアップ協力が必要な活動事項などは、合同評価報告書ANNEX 7.

Performance Matrix of the Project（資料１、ｐ．63）を参照のこと。また延長期間は、活

動進捗状況にかんがみ、１年が適当と考える。同期間において、1998年２月に着工予定の２

地区のパイロット事業への開発技術の適応試行結果を受けての改訂基準・マニュアルの作成、

および予定されているモニタリング結果の取りまとめをも行い得ると判断される。

なお、協力分野のうち「栽培・土壌」分野については、既存事業区においてすでに試験研究

成果の実証・展示に着手しているので、補足分野における一定期間の専門家対応でプロジェ

クト目標を達成できると判断される。

（2）自立発展性

プロジェクトの自立発展性を確保するため、タイ側は以下の事項に関し適切な措置をとる

ことが必要である。

・パイロット事業を含め、今後とも農地・水保全事業を実施するための予算が継続的に確保

される。

・土地開発局関連部局間（土壌・水保全部、土壌分析部、技術部など）の有機的連携がはから

れ、農地・水保全における「農学的対策」「工学的対策」が一体的に行われ、一括して農地・

水保全事業を推進する体制が維持される。

・プロジェクトで作成した基準・マニュアルなどがＤＬＤ内でオーソライズされ、今後のパ

イロット地区の設置と土壌・水保全事業に広く活用される。

・カウンターパートの継続・適正配置がなされ、移転された技術が十全に活用される。

・供与資機材、設備などが適切に維持管理される。

・地方事務所職員への研修が継続実施される。

・他関連部局および中核農民への研修を通じてプロジェクト成果の波及が行われる。

・営農分野における関連機関（農業局・農業普及局など）との連携強化がなされる。
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６－２　教訓

本終了時評価の作業を通じて、今後ほかのプロジェクトの実施に際し参考になると思われる点

として、次のものが考えられる。

（1）プロジェクト実施機関のカウンターパートの背景

ごく当たり前のことではあるが、タイ国内における事業の関係名称は同じでも、プロジェ

クト実施対象機関の職員の技術的背景が必ずしも日本の場合とは同じではなかった。東部タ

イ農地保全計画では、実施機関であるＤＬＤ自体が土壌および土地に関する研究者を主体と

する組織であり、一部に技術系職員がいたが、ＤＬＤ内では主流ではなかった。このことに

ついての配慮が薄かったことが本プロジェクトの活動を遅らせる原因のひとつになったと考

えられ、プロジェクトの案件形成時点ではこの点により注意を払うべきであると思われた。

本プロジェクトでは、農学的手法および工学的手法による農地・水保全を推進するために

必要な実施方法手順の理解を得ることに時間を要したものの、実施方法手順を改善したこと

は大きな成果であり、今後のＤＬＤでの活動に良い影響を与えるものとなった。

（2）プロジェクト形成

本プロジェクト方式技術協力では、詳細な活動内容については関係者の理解形成にかなり

の時間がかかってしまっているが、できるならばプロジェクト開始前までに了解されておく

べき事項であった。プロジェクトでは、相手国側の考え、やり方の相違などに対しての議論・

理解・調整事が必ず出てくるが、本協力ではこれがＤＬＤの組織・人事・事業の実施方法に

関連し、大変大きな課題であった。このため調整に時間を要したが、大きな変革ともいえる

業務実施方法の改善の端緒となったことは、本協力の大きな成果であるといえる。プロジェ

クトの案件形成において、プロジェクト方式技術協力の実施による影響に対しては注意・調

整が重要である。

（3）短期専門家の活用

Ｒ／Ｄ（討議議事録）で決められた活動分野に対応して長期専門家が派遣されているが、一

部の活動分野は、派遣されている専門家の専門分野より広い範囲となっていた。細かくみれ

ば、この分野にかかわる短期専門家の活用がうまくなされなかったことも派遣された専門家

の専門外についての活動が遅れる一因となったと思われる。プロジェクト側のみならず、日

本側からの活動進捗状況の確認・指導にも注意を払うべきであった。
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